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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局が地震、津波警戒システム(ＥＴＷＳ)メッセージ指示情報を含める呼出メッセー
ジですべての端末を呼び出して、すぐにダウンリンク共用チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）上に
端末と事前設定されたリソースにＥＴＷＳ主要な通知メッセージの安全情報と基本情報と
を送信して、或いは上記呼出メッセージに上記ＥＴＷＳの主要な通知メッセージの基本情
報を送信し、上記ＤＬ－ＳＣＨ上に事前設定されたリソースに上記ＥＴＷＳの主要な通知
メッセージの安全情報を送信することと、
　端末が上記ＥＴＷＳメッセージ指示情報を含める呼出メッセージを受信した後で、上記
ＤＬ－ＳＣＨ上に事前設定されたリソースに上記ＥＴＷＳの主要な通知メッセージの安全
情報と基本情報とを受信し、或いは上記呼出メッセージに上記ＥＴＷＳの主要な通知メッ
セージの基本情報を取得し、その後、上記ＤＬ－ＳＣＨ上に事前設定されたリソースに上
記ＥＴＷＳの主要な通知メッセージの安全情報を受信することとを含めることを特徴とし
、
　前記基本情報は警戒タイプを含む、地震、津波警戒システムの主要な通知メッセージの
転送方法。
【請求項２】
　上記事前設定されたリソースが一つ又は複数のサブフレーム内のダウンリンク共有チャ
ネル(ＤＬ-ＳＣＨ)に位置して、上記事前設定されたリソースを含めるサブフレームがサ
ブフレーム集合における一つ又は複数のサブフレームであって、上記サブフレーム集合が
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上記呼出メッセージの所属のサブフレーム及びその後の一番目から五番目までのサブフレ
ームを含めることを特徴とする請求項１に記載の転送方法。
【請求項３】
　上記ＥＴＷＳメッセージ指示情報が上記呼出メッセージに一つのＥＴＷＳの主要な通知
メッセージの送信を指示するロゴを設置することにより、ＥＴＷＳメッセージ指示情報に
なることを特徴とする請求項１又は２に記載の転送方法。
【請求項４】
　上記事前設定されたリソースがシステムの既存のあるリソースの固定チャネルであって
、或いはシステムメッセージの中にあるシステム情報ブロックであって、或いはシステム
メッセージを含むあるシステム情報であることを特徴とする請求項１又は３に記載の転送
方法。
【請求項５】
　上記システムの既存の一つのリソース固定チャネルが呼出チャネルであることを特徴と
する請求項４に記載の転送方法。
【請求項６】
　上記事前設定されたリソースが連続的なものであって、上記基地局と端末は、上記事前
設定されたリソースが上記ＤＬ-ＳＣＨの固定位置に位置することを設定して、上記端末
は上記固定位置より直接に上記事前設定されたリソースが上記ＤＬ-ＳＣＨに位置する位
置を確定し、或いは、上記基地局と端末は上記事前設定されたリソースと上記ＤＬ-ＳＣ
Ｈに位置が把握可能のもう一つのリソースの間の固定的な相対位置関係を設定して、上記
端末は上記もう一つのリソースの位置より上記事前設定されたリソースが上記ＤＬ-ＳＣ
Ｈに位置する位置を推定することを特徴とする請求項１又は３に記載の転送方法。
【請求項７】
　上記事前設定されたリソースが離散的なものであって、上記事前設定されたリソースに
おけるある部分のリソースに対して、上記基地局と端末は上記ある部分のリソースが上記
ＤＬ-ＳＣＨに位置する固定位置を設定して、上記端末は上記固定位置より直接に上記あ
る部分のリソースが上記ＤＬ-ＳＣＨに位置する位置を確定し、或いは、上記基地局と端
末は上記ある部分のリソースと上記ＤＬ-ＳＣＨに位置する位置が把握可能のもう一つの
リソースの間の固定的な相対位置関係を設定して、上記端末は上記もう一つのリソースの
位置より上記ある部分のリソースが上記ＤＬ-ＳＣＨに位置する位置を推定することを特
徴とする請求項１又は３に記載の転送方法。
【請求項８】
　上記もう一つのリソースとは呼出チャネルリソースであることを特徴とする請求項７に
記載の転送方法。
【請求項９】
　長期発展型システムに使用されて、地震、津波が発生した後で、上記事前設定されたリ
ソースが上記ＥＴＷＳの主要な通知メッセージの安全情報又は基本情報と安全情報を送信
することに使用されて、地震、津波が発生しないうちに、上記事前設定されたリソースを
その他のサービスに使用されることを特徴とする請求項１に記載の転送方法。
【請求項１０】
　地震、津波警戒システムＥＴＷＳメッセージ指示情報を含める呼出メッセージですべて
の端末を呼び出して、すぐにダウンリンク共用チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）上に端末と事前
設定されたリソースにＥＴＷＳ主要な通知メッセージの安全情報と基本情報とを送信して
、或いは上記呼出メッセージに上記ＥＴＷＳの主要な通知メッセージの基本情報を送信し
、または上記ＤＬ－ＳＣＨ上に事前設定されたリソースに上記ＥＴＷＳの主要な通知メッ
セージの安全情報を送信する基地局と、
　上記ＥＴＷＳメッセージ指示情報を含める呼出メッセージを受信した後で、上記ＤＬ－
ＳＣＨ上に事前設定されたリソースに上記ＥＴＷＳの主要な通知メッセージの安全情報を
受信し、或いは上記呼出メッセージに上記ＥＴＷＳの主要な通知メッセージの基本情報を
取得し、その後、上記ＤＬ－ＳＣＨ上に事前設定されたリソースに上記ＥＴＷＳの主要な
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通知メッセージの安全情報を受信する端末と、
を備え、
　前記基本情報は警戒タイプを含む、
ことを特徴とする地震、津波警戒システム。
【請求項１１】
　上記事前設定されたリソースが一つ又は複数のサブフレーム内のＤＬ-ＳＣＨに位置し
て、上記事前設定されたリソースを含めるサブフレームがサブフレーム集合における一つ
又は複数のサブフレームであって、上記サブフレーム集合が上記呼出メッセージ所属のサ
ブフレーム及びその後の一番目から五番目までのサブフレームを含めることを特徴とする
請求項１０に記載の地震、津波警戒システム。
【請求項１２】
　上記事前設定されたリソースが連続的なもので、上記基地局と端末は上記事前設定され
たリソースが上記ＤＬ-ＳＣＨに位置する固定位置を設定して、上記端末は上記固定位置
より直接に上記事前設定されたリソースが上記ＤＬ-ＳＣＨに位置する位置を確定して、
或いは、上記基地局と端末は上記事前設定されたリソースと上記ＤＬ-ＳＣＨに位置する
位置が把握可能のもう一つのリソースの間の固定的な相対位置関係を設定して、上記端末
は上記もう一つのリソースの位置より上記事前設定されたリソースが上記ＤＬ-ＳＣＨに
位置する位置を推定することを特徴とする請求項１０又は１１に記載の地震、津波警戒シ
ステム。
【請求項１３】
　上記事前設定されたリソースが離散的なものであって、上記事前設定されたリソースに
位置するある部分のリソースに対して、上記基地局と端末は上記ある部分のリソースが上
記ＤＬ-ＳＣＨに位置する固定位置を設定して、上記端末は上記固定位置より直接に上記
ある部分のリソースが上記ＤＬ-ＳＣＨの位置を確定して、或いは、上記基地局と端末は
上記ある部分のリソースと上記ＤＬ-ＳＣＨに位置する位置が把握可能のもう一つのリソ
ースの間の固定的な相対位置関係を設定して、上記端末は上記もう一つのリソースの位置
で上記ある部分のリソースが上記ＤＬ-ＳＣＨに位置する位置を推定することを特徴とす
る請求項１０又は１１に記載の地震、津波警戒システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は地震、津波警戒システム(Ｅａｒｔｈｑｕａｋｅ　ａｎｄ　Ｔｓｕｎａｍｉ　
Ｗａｒｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ、略してＥＴＷＳと呼ばれる)及びその主要な通知メッセ
ージの転送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　積極的に地震、津波等の自然災害に対応するため、地震、津波警戒システムを組み立て
る必要があって、下記にＥＴＷＳとも呼ばれる。このシステムの使用より、地震、津波等
の自然災害が発生する際に、タイムリーにユーザーへ災害関連の情報を送信できて、地震
、津波等の自然災害が人類に対する影響を低減する。
【０００３】
　図１は一つの公衆陸上移動ネットワーク(ＰＬＭＮ)運用機関がＥＴＷＳよりユーザーへ
地震、津波警戒サービスを提供するネットワーク構造図である。災害イベントが間も無く
発生し或いは発生した後で、政府又は他の機関がＰＬＭＮ運用機関へ警報通知を出し、Ｐ
ＬＭＮ運用機関がフレームに含まれるＥＴＷＳより広範なユーザーに警報通知メッセージ
を送信する。
【０００４】
　緊急の程度と目的の違いにより、警報通知メッセージは、主要な通知メッセージ(Ｐｒ
ｉｍａｒｙ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ)と呼ばれ、このメッセージにおいて最も重要な
災害情報(例えば、地震又は津波が間も無く発生する)があり、システムが４ｓ内にこのメ
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ッセージをユーザーへ転送することを要求される第一タイプの通知メッセージと、二級通
知メッセージ(Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ)と呼ばれ、このメッセー
ジが災害に関連する補助的な情報(たとえば、どこで援助を受けられる)を含め、システム
が１０ｓ～３０ｓのうちにメッセージをユーザーへ転送することを要求される第二タイプ
の通知メッセージと、二種類のタイプに分けられる。主要な通知メッセージは、警戒タイ
プ、警戒区域等の内容を含め、５個のバイトの長さがある基本情報と、基本情報に電子署
名とタイムスタンプを提供し、約５０個のバイトの長さがある安全情報と、両部分より構
成される。
【０００５】
　長期発展型(ＬＴＥ)システムにおいて、従来の技術が提出したＥＴＷＳフレームは図２
に示されている。図２に示すように、ネットワークフレームとインターフェースは、ＣＢ
Ｃコアネットワークを採用して実現され、発展型汎用地上無線アクセスネットワーク(Ｅ
ｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、略してＥ-ＵＴＲＡＮと呼ばれる)、移動管理ユニット(Ｍｏｂｉｌ
ｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ、略してＭＭＥと呼ばれる)、サービスゲ
ートウェイ(Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ、略してＳ-ＧＷと呼ばれる)、パケットデ
ータネットワークゲートウェイ(Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｇａｔｅｗ
ａｙ、略してＰ-ＧＷと呼ばれる)、ホームユーザーサーバー(Ｈｏｍｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉ
ｂｅｒ　Ｓｅｒｖｅｒ、略してＨＳＳと呼ばれる)、ポリシー課金統合機能(Ｐｏｌｉｃｙ
　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｒｕｌｅｓ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ、略してＰＣＲＦと呼ばれ
る)実体及びその他のサポートノードを含める。このネットワーク構成に基づいて、Ｅ-Ｕ
ＴＲＡＮにおける基地局(発展型ノードＢとも呼ばれて、即ちｅＮＢである)はエアインタ
ーフェースＵｕポートよりＥＴＷＳの主要な通知メッセージを端末(ユーザー装置とも呼
ばれて、即ちＵＥである)へ送信する際に、先にＵＥを呼出して、そして次の一つのシス
テムメッセージに周期(一般的に５ｓを超える)を改修して、システムメッセージよりＥＴ
ＷＳの主要な通知メッセージを端末へ転送する方式を採用すると、主要な通知メッセージ
の４ｓの時間遅延の要求を満足することができない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、地震、津波警戒システムの主要な通知メッセージが送信時間に対する
要求を満足でき、地震、津波警戒システムの主要な通知メッセージの転送方法及び対応の
地震、津波警戒システムを提出することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するための本発明に係る地震、津波警戒システムの主要な通知メッセ
ージの転送方法においては、
　基地局が地震、津波警戒システム(ＥＴＷＳ)メッセージ指示情報を含める呼出メッセー
ジですべての端末を呼び出して、端末と事前設定されたリソースにＥＴＷＳ主要な通知メ
ッセージの安全情報を送信して、上記ＥＴＷＳの主要な通知メッセージの基本情報が上記
呼出メッセージに付加して送信し、或いは上記事前設定されたリソースに送信することと
、及び、
　端末が上記ＥＴＷＳメッセージ指示情報を含める呼出メッセージを受信した後で、上記
事前設定されたリソースに上記ＥＴＷＳの主要な通知メッセージの安全情報を受信して、
上記呼出メッセージから取得し、或いは事前設定されたリソースに上記ＥＴＷＳの主要な
通知メッセージの基本情報を受信することと、を含める。
【０００８】
　上記事前設定されたリソースが一つ又は複数のサブフレームのうちのダウンリンク共有
チャネル(ＤＬ-ＳＣＨ)に位置できて、上記事前設定されたリソースのサブフレームがサ
ブフレーム集合における一つ又は複数のサブフレームであって、このサブフレーム集合が
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上記呼出メッセージの所属のサブフレーム及びその後の一番目から五番目のサブフレーム
を含めることができる。
【０００９】
　上記ＥＴＷＳメッセージ指示情報はＥＴＷＳの主要な通知メッセージの送信を指示する
特定の国際移動ユーザー認識コードＩＭＳＩであってよい。
【００１０】
　上記ＥＴＷＳメッセージ指示情報は上記呼出メッセージにＥＴＷＳの主要な通知メッセ
ージの送信を指示するロゴを設置して、ＥＴＷＳメッセージの指示情報としてもよい。
【００１１】
　上記事前設定されたリソースがシステムの既存のあるリソース固定チャネル(たとえば
、呼出チャネルＰＣＨ)で、又はシステムメッセージの中にあるシステム情報ブロック(Ｓ
ｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ,略してＳＩＢと呼ばれる)でよい、或
いはシステムメッセージのあるシステム情報(Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、
略してＳＩと呼ばれる)を含む。
【００１２】
　上記事前設定されたリソース(以下、リソースＳと呼ばれる)が連続的なものでもよく、
上記基地局と端末はリソースＳがＤＬ-ＳＣＨに位置する固定位置を設定して、上記端末
は上記固定位置によって直接にリソースＳがＤＬ-ＳＣＨに位置する位置を確定して、或
いは上記基地局と端末がリソースＳとＤＬ-ＳＣＨに位置が把握可能のもう一つのリソー
スの間の固定的な相対位置関係を設定して、上記端末が上記もう一つのリソースの位置よ
りリソースＳがＤＬ-ＳＣＨに位置する位置を推定する。
【００１３】
　上記事前設定されたリソース(以下、リソースＳと呼ばれる)が離散的なものでもよい。
上記リソースＳに位置するある部分のリソースに対して、上記基地局と端末はこの部分の
リソースがＤＬ-ＳＣＨに位置する固定位置を設定して、上記端末は上記固定位置より直
接にこの部分のリソースがＤＬ-ＳＣＨに位置する位置を確定し、或いは、上記基地局と
端末はこの部分のリソースとＤＬ-ＳＣＨに位置が把握可能のもう一つのリソースの間の
固定的な相対位置関係設定して、上記端末は上記のもう一つのリソースの位置よりこの部
分のリソースがＤＬ-ＳＣＨに位置する位置を推定する。
【００１４】
　上記のもう一つのリソースが呼出チャネルＰＣＨリソースであってよい。
【００１５】
　上記地震、津波警戒システムの主要な通知メッセージの転送方法が長期発展型システム
に使用できて、地震、津波が発生した後で、上記事前設定されたリソースが上記ＥＴＷＳ
の主要な通知メッセージの安全情報又は基本情報と安全情報を送信することに使用されて
、地震、津波がまだ発生しないうちに、上記事前設定されたリソースをその他のサービス
に使用される。
【００１６】
　本発明は地震、津波警戒システムをさらに提供し、このシステムにおいては地震、津波
警戒システムが、ＥＴＷＳメッセージ指示情報を含める呼出メッセージですべての端末を
呼出して、端末と事前設定されたリソースにＥＴＷＳ主要な通知メッセージの安全情報を
送信して、上記ＥＴＷＳの主要な通知メッセージの基本情報が上記呼出メッセージに付加
して送信し、または事前設定されたリソースに送信する基地局と、
　上記ＥＴＷＳメッセージ指示情報を含める呼出メッセージを受信した後で、事前設定さ
れたリソースに上記ＥＴＷＳの主要な通知メッセージの安全情報を受信して、上記呼出メ
ッセージから取得し、或いは上記事前設定されたリソースに上記ＥＴＷＳの主要な通知メ
ッセージの基本情報を受信する端末と、を含める。
【００１７】
　上記基地局と端末が事前設定されたリソースが一つ又は複数のサブフレームのうちのダ
ウンリンク共有チャネル(ＤＬ-ＳＣＨ)に位置できて、上記事前設定されたリソースを含
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めるサブフレームがサブフレーム集合における一つ又は複数のサブフレームであって、こ
のサブフレーム集合が上記呼出メッセージ所属のサブフレーム及びその後の一番目から五
番目のサブフレームを含めることができる。
【００１８】
　上記基地局と端末が事前設定されたリソース(以下、リソースＳと呼ばれる)連続的なも
のでもよい、上記基地局と端末はリソースＳがＤＬ-ＳＣＨに位置する固定位置を設定し
て、上記端末は上記固定位置より直接にこの部分リソースがＤＬ-ＳＣＨに位置する位置
を確定し、或いは、上記基地局と端末はこの部分のリソースとＤＬ-ＳＣＨに位置が把握
可能のもう一つのリソースの間の固定的な相対位置関係を設定して、上記端末は上記もう
一つのリソースの位置よりリソースＳがＤＬ-ＳＣＨに位置する位置を推定する。
【００１９】
　上記基地局と端末事前設定されたリソース(以下、リソースＳと呼ばれる)離散的なもの
でもよい、上記リソースＳに位置するある部分のリソースに対して、上記基地局と端末は
この部分のリソースがＤＬ-ＳＣＨに位置する固定位置を設定して、上記端末は上記固定
位置より直接にこの部分のリソースがＤＬ-ＳＣＨに位置する位置を確定して、或いは、
上記基地局と端末はこの部分のリソースとＤＬ-ＳＣＨに位置する位置が把握可能のもう
一つのリソースの間の固定的な相対位置関係を設定して、上記端末は上記のもう一つのリ
ソースの位置よりこの部分のリソースがＤＬ-ＳＣＨに位置する位置を推定する。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】ＥＴＷＳのシステムのフレーム図である。
【図２】ＬＴＥシステムにおけるＥＴＷＳネットワークフレームとインターフェースの模
式図である。
【図３】本発明による第一実施例の方法のフローチャートである。
【図４】本発明による第二実施例の方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　ＥＴＷＳの主要な通知メッセージの時間遅延の要求を達成するために、直接に呼出メッ
セージ方式で主要な通知メッセージの基本情報と安全情報とを含むことを採用すると、主
要な通知メッセージの内容がより大きいから、主要な通知メッセージのセグメントと従来
の呼出メッセージ構造に対する改修等の問題があって、システムに対する改修がより多く
なる。だから、本発明は主要な通知メッセージの基本情報に対して、呼出メッセージを採
用して端末に通知し、主要な通知メッセージの安全情報に対して、ＤＬ-ＳＣＨにおける
事前設定されたリソースを採用して端末に通知し、或いは、主要な通知メッセージのすべ
ての情報に対して、ＤＬ-ＳＣＨに事前設定されたリソースを採用して端末に通知し、相
応するスケジュール方法を結合して、時間遅延の要求を満足しながらメッセージに対する
改修を減少する。
【００２２】
　以下、ＬＴＥシステムにおける本発明の応用例を例として、図面を参照して本発明の具
体的な実施形態を詳細に説明する。
【００２３】
　第一実施例
　本実施例の方法による基地局側の処理プロセスとしては、基地局が端末へＥＴＷＳメッ
セージ指示を含む呼出メッセージを送信して(Ｐａｇｉｎｇ　ｍｅｓｓａｇｅ)、即時にＤ
Ｌ-ＳＣＨの事前設定されたリソースを利用して基本情報と安全情報を含めるＥＴＷＳの
主要な通知メッセージを送信する。すべての端末がＥＴＷＳメッセージ指示を含む呼出メ
ッセージを受信した後で、設定されたリソースにＥＴＷＳの主要な通知メッセージを受信
する。
【００２４】
　本実施例において、すべての端末がＥＴＷＳメッセージ指示を含む呼出メッセージを受
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信した後で、リソース配布指令より通知する必要がない情况でもＥＴＷＳの主要な通知メ
ッセージを受信できるために、基地局と端末は事前にＥＴＷＳの主要な通知メッセージを
送信するリソースを設定する必要がある。そうすると、シグナルオーバーヘッドを減少で
きる。
【００２５】
　事前設定された（prearranged）リソースＳ(便利に説明のため、事前設定されたリソー
スをＳに示す)は、システムの既存のあるリソース固定チャネル、又は既存のあるメッセ
ージ、又は既存のあるキャリア（carrier）等であってよく、要するに、システムの既存
の端末がすでに把握したチャネル、メッセージまたはキャリアである。たとえば、リソー
スＳが呼出チャネル(ＰＣＨ)であってよく、そうすると、端末はＥＴＷＳメッセージ指示
情報を受信した後で、直接に次のＰＣＨにＥＴＷＳの主要な通知メッセージ(基本情報と
安全情報を含む)を受信できる。リソースＳは、システムメッセージ中のあるシステム情
報ブロックであってもよく、それにより端末は、ＥＴＷＳメッセージの指示情報を受信し
た後で、設定されたリソースＳを介して直接に受信することで、ＥＴＷＳの主要な通知メ
ッセージを取得できる。さらにリソースＳは、システムメッセージを含む、ある種のシス
テム情報、たとえばＳＩ３であってもよく、ＥＴＷＳの主要な通知メッセージは、一つの
ＳＩ３に含まれるメッセージ(ＳＩ３　メッセージ)として形成され、それにより端末は、
ＥＴＷＳメッセージの指示情報を受信した後で、ＳＩ３を介してメッセージを直接に受信
することによって、ＥＴＷＳの主要な通知メッセージを取得する。
【００２６】
　本実施例において、事前設定されたリソースＳは、ＥＴＷＳの主要な通知メッセージの
基本情報と安全情報とを保持する（bearing）のに用いられ、このリソースＳが一つ又は
複数のサブフレームうちのＤＬ-ＳＣＨに位置することができ、リソースＳを含めるサブ
フレームがサブフレーム集合における一つの又は複数のサブフレームであって、このサブ
フレーム集合が上記呼出メッセージの所属のサブフレームおよびその後の一番目から五番
目までのサブフレームを含めることが好ましい。本文にあげた二つの実施例は呼出メッセ
ージを送信するサブフレーム又は次のサブフレームのＤＬ-ＳＣＨにリソースＳを配布す
る。
【００２７】
　同時にリソースＳがＤＬ-ＳＣＨに位置する位置を設定する必要があって、その実現し
易い幾つかの方式は下記の通りである。
【００２８】
　１.直接にリソースＳがＤＬ-ＳＣＨに位置する固定位置を設定する二種類の方法を提供
することにある。
【００２９】
　（ｉ）ＥＴＷＳ情報のサイズがすでに把握され、コーディング符号レート、変調方法等
が固定されるので、直接にこのサブフレーム内のＤＬ-ＳＣＨに適当なサイズのリソース
Ｓを配布することができる。たとえば、このサブフレーム内に１０～１５番目の物理リソ
ースブロック(Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｂｌｏｃｋ、略してＰＲＢと呼ばれ
る)をリソースＳ(６個のＰＲＢがＥＴＷＳの主要な通知メッセージを収納できることを想
定する)に規定してもよいし、１０番目、１２番目、１４～１６番目の物理リソースブロ
ックをリソースＳに規定してもよい。要するに、システム情報リソースとＰａｇｉｎｇメ
ッセージリソースに影響を与えない前提で、安全情報にリソースを保留する。地震が発生
しないうちに、この保留されたリソースが別途で使用され、一旦、地震が発生すると、こ
のリソースが安全情報に優先的に使用される。もちろん、この時の呼出チャネル、即ちＰ
ＣＨは時間方向がより早いＰＲＢに送信すべきであり、ＰＣＨリソースとＳリソースはあ
る程度の時間間隔が必要で、この間隔は端末処理Ｐａｇｉｎｇの時間より長い必要である
。
【００３０】
　（ｉｉ）ＥＴＷＳ情報のサイズが知られ、コーディング符号レートと変調方式等がすべ
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て固定されたので、このＰａｇｉｎｇメッセージの所属のサブフレームの次の隣接的なサ
ブフレーム内、或いは近接するサブフレーム内のＤＬ-ＳＣＨに適当なサイズのリソース
Ｓを配布することができる。たとえば、Ｐａｇｉｎｇメッセージの所属のサブフレームの
次の隣接的なサブフレーム内、或いは近接するサブフレーム内に１０～１５番目のＰＲＢ
をリソースＳ(６個のＰＲＢがＥＴＷＳの主要な通知メッセージを収納できることを想定
する)に規定してもよいし、１０番目、１２番目、１４～１６番目をリソースＳに規定し
てもよい。
【００３１】
　２.リソースＳとＤＬ-ＳＣＨに位置が把握可能のその他のリソースの間の固定的な相対
位置関係を設定し、そうすると、その他のリソースの位置よりリソースＳがＤＬ-ＳＣＨ
に位置する位置を推定することができる。
【００３２】
　上記その他のリソースは、たとえばＰＣＨチャネルであってもよい。ＰＣＨチャネルは
動的に変えられ、システムは端末にＰＣＨのリソース位置を毎回、知らせるので、リソー
スＳとＰＣＨリソースとの間にある固定的な相対位置関係が存在するよう設定することが
できる。たとえば、もしリソースＳがＰＣＨリソースの後の連続的な幾つかのＰＲＢに設
定され、その後の連続的なＰＲＢが安全情報を保持するのに不十分であるなら、ＰＲＢは
次のサブフレームの一番目のＰＲＢまで伸長しえる。
【００３３】
　リソースＳが連続的なものであってもよいし、離散的な物であってもよいので、上記離
散というのはリソースＳを複数の部分に分けたが、毎部分のリソースの位置が必ず固定的
なもの又は推定可能のものである。たとえば、リソースＳがリソースＳ１とリソースＳ２
とからなり、リソースＳ１とリソースＳ２が周波数リソースに及び/又は時間リソースに
間隔があってもよく、たとえば、リソースＳ１が四番目のＯＦＤＭ符号に位置し、リソー
スＳ２が六番目のＯＦＤＭ符号に位置する。リソースＳ１とリソースＳ２がＤＬ-ＳＣＨ
に位置する位置は固定的なものに設定してもよいし、その中の一つのリソースだけ、例え
ば、Ｓ１がＤＬ-ＳＣＨに位置する固定位置を設定し、同時にもう一つのリソースＳ２と
この固定位置を備えるリソースＳ１(又はその他のリソース)の固定的な相対位置関係を設
定して、もう一つのリソースＳ２の位置を推定してもよい。さらに、リソースＳはリソー
スＳ１、リソースＳ２及びリソースＳ３又はより多い部分に分けて、類似の方式を採用し
てこの位置を設定できる。即ち、リソースＳにおけるある部分のリソースに対して、事前
にこの部分リソースがＤＬ-ＳＣＨに位置する固定位置を設定するか、又はこの部分リソ
ースとＤＬ-ＳＣＨに位置が把握可能のもう一つのリソースの間の固定的な相対位置関係
を設定する。
本文において、リソースＳの位置とは、リソースＳ全体がＤＬ-ＳＣＨに位置する位置で
あって、時間領域と周波数領域に初期と終了位置で示してよいし、時間領域と周波数領域
に初期又は終了位置にリソース数を加算して示してもよい。
【００３４】
　地震、津波が発生した後で、上記事前設定されたリソースを上記ＥＴＷＳの主要な通知
メッセージの安全情報、又は、基本情報と安全情報を送信することに使用され、地震、津
波が発生しない場合に、上記事前設定されたリソースがその他のサービスに使用されるこ
とができる。
【００３５】
　図３に示すように、本実施例の方法のプロセスは以下のステップを含める。
【００３６】
　ステップ３１０は、基地局がコアネットワークのＥＴＷＳの主要な通知メッセージを受
信した後で、ＥＴＷＳメッセージの指示情報を含む呼出メッセージで端末を呼出する。
【００３７】
　本実施例が一つの特定された国際移動ユーザー認識コード(Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ、略してＩＭ



(9) JP 5240633 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

ＳＩと呼ばれる)より、即ちＥＴＷＳ　ＩＭＳＩをＥＴＷＳメッセージ指示情報とし、即
ち、端末へＥＴＷＳの主要な通知メッセージを送信することを通知する。但し、これは唯
一の方式ではなくて、その他の実施の形態において、この呼出メッセージに一つのＥＴＷ
Ｓの主要な通知メッセージの送信を指示するロゴを設置して、ＥＴＷＳメッセージ指示情
報等としてもよい。
【００３８】
　ステップ３２０は、基地局がＥＴＷＳの主要な通知メッセージのすべての情報を事前設
定されたリソースにマッピングして、端末へ送信する。
【００３９】
　ステップ３３０は、端末がＥＴＷＳメッセージ指示を含む呼出メッセージを受信した後
で、事前設定されたリソースにＥＴＷＳの主要な通知メッセージを受信する。
【００４０】
　端末が受信された呼出メッセージにおけるＩＭＳＩがＥＴＷＳ　ＩＭＳＩであると判明
した際に、ＥＴＷＳメッセージ指示を含む呼出メッセージを受信したと確定することがで
きる。
【００４１】
　第二実施例
　本実施例において、基地局は、ＥＴＷＳメッセージ指示とＥＴＷＳの主要な通知メッセ
ージの基本情報とを含む呼出メッセージを端末に送信し、ＤＬ-ＳＣＨにおける事前設定
されたリソースＳを介して、ＥＴＷＳの主要な通知メッセージの安全情報を送信する。こ
の安全情報を送信するのに用いられるリソースＳは、第一実施例に開示された方法に従っ
て事前設定できる。
【００４２】
　図４に示すように、本実施例の基地局側の処理プロセスは以下のステップを含む。
【００４３】
　ステップ４１０は、基地局がコアネットワークのＥＴＷＳの主要な通知メッセージ受信
した後で、ＥＴＷＳメッセージ指示とＥＴＷＳの主要な通知メッセージの基本情報とを含
む呼出メッセージで端末を呼出する。
本実施例がＥＴＷＳ　ＩＭＳＩをＥＴＷＳメッセージ指示としてもよく、ＥＴＷＳの主要
な通知メッセージの基本情報が呼出メッセージの一つの情報ユニットに置いて、端末に読
み込まれることができる。
【００４４】
　ステップ４２０は、基地局がＥＴＷＳの主要な通知メッセージの安全情報を事前設定さ
れたリソースにマッピングして、端末へ送信する。
【００４５】
　ステップ４３０は、端末がＥＴＷＳメッセージ指示を含む呼出メッセージを受信した後
で、その中に含まれるＥＴＷＳの主要な通知メッセージの基本情報を読み込んで、事前設
定されたリソースにＥＴＷＳの主要な通知メッセージの安全情報を受信する。
【００４６】
　上記二つの実施例がいずれも事前設定されたリソースＳよりＥＴＷＳの主要な通知メッ
セージ或いはこの中の安全情報を送信するが、本発明に対して、基地局が呼出メッセージ
を送信する同時に、端末へリソース配布指令を送信して、ＥＴＷＳの主要な通知メッセー
ジまたはこの中の安全情報を保持するリソースの所属の位置を指示することができる。端
末はこのリソース配布指令より正確にＥＴＷＳの主要な通知メッセージ又はこの中の安全
情報を受信することができる。
【００４７】
　下記に本発明の二つの応用例を説明する。
【００４８】
　第一応用例
　本例において、ＥＴＷＳの主要な通知メッセージの安全情報がある事前設定されたリソ
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ースＳに保持（bearing）されて、事前設定されたリソースＳがＥＴＷＳ指示情報を含む
呼出メッセージの所属のサブフレームの次のサブフレームであり、ＤＬ-ＳＣＨにおける
１０～１５番目のＰＲＢを占用すると仮定する。リソースＳはＥＴＷＳの主要な通知メッ
セージの安全情報を保持できる。
【００４９】
　基地局がＥＴＷＳの主要な通知メッセージを端末へ送信するプロセスにおいては、基地
局がコアネットワークのＥＴＷＳの主要な通知メッセージを受信することと、基地局が端
末の呼出タイミングに、端末へ呼出を始動させ、この呼出メッセージのＩＭＳＩがＥＴＷ
Ｓ　ＩＭＳＩであって、且つ、この呼出メッセージにおいてＥＴＷＳの主要な通知メッセ
ージの基本情報を含むことと、基地局がＥＴＷＳの主要な通知メッセージの安全情報を事
前設定されたリソースＳにマッピングして、呼出メッセージの所属のサブフレームの次の
サブフレームに端末へ送信することとを含める。
【００５０】
　端末側がＥＴＷＳの主要な通知メッセージを受信する処理プロセスにおいては、端末が
この呼出タイミングで呼出メッセージ受信して、受信された呼出メッセージのＩＭＳＩが
ＥＴＷＳ　ＩＭＳＩである際に、この呼出をＥＴＷＳ呼出と確特定して、この呼出メッセ
ージに含まれたＥＴＷＳの主要な通知メッセージの基本情報を読み込むことと、端末が次
のサブフレームの１０-１５番目のＰＲＢにＥＴＷＳの主要な通知メッセージの安全情報
を受信することとを含める。
【００５１】
　第二応用例
　本例において、ＥＴＷＳの主要な通知メッセージの安全情報がある事前設定されたリソ
ースＳに保持されて、リソースＳがＥＴＷＳ指示呼出メッセージを送信するサブフレーム
に位置して、呼出チャネルと固定的な相対位置関係が存在し、リソースＳが隣接的な呼出
チャネルリソースの後の連続的な６個のＰＲＢに位置すると仮定する。ＰＲＢ序列インデ
ックスが最大インデックス番号を超えたと、次のサブフレーム内にこれらのＰＲＢを配布
し、ＰＲＢ序列インデックス番号に対してモジュロ演算した後のインデックス番号を実際
のＰＲＢ序列インデックス番号とする。
【００５２】
　基地局がＥＴＷＳの主要な通知メッセージを端末へ送信するプロセスにおいては、基地
局がコアネットワークのＥＴＷＳの主要な通知メッセージを受信することと、基地局が端
末の呼出タイミングで、端末へ呼出を始動させて、呼出メッセージのＩＭＳＩがＥＴＷＳ
　ＩＭＳＩであって、且つ、この呼出メッセージにＥＴＷＳの主要な通知メッセージの基
本情報を含むことと、基地局がＥＴＷＳの主要な通知メッセージの安全情報を事前設定さ
れたリソースＳにマッピングして、呼出メッセージ所属の同じサブフレーム内に端末へ送
信することを含める。
【００５３】
　端末側がＥＴＷＳの主要な通知メッセージを受信する処理のプロセスにおいては、端末
がその呼出タイミングで呼出メッセージを受信して、受信された呼出メッセージＩＭＳＩ
がＥＴＷＳ　ＩＭＳＩであると、この呼出をＥＴＷＳ呼出と確定し、この呼出メッセージ
に含まれるＥＴＷＳの主要な通知メッセージの基本情報を読み込むことと、端末が隣接的
な呼出チャネルリソース後の連続的な６個のＰＲＢにＥＴＷＳの主要な通知メッセージの
安全情報を受信することとを含める。
【００５４】
　エアインタフェースの品質問題等より端末が基地局の呼出メッセージを受信しないこと
を考慮しないと、一つの端末を呼び出す最大時間遅延が２.５６ｓであって、本案を採用
すれば、端末が呼出メッセージを受信した後で、即時に予め設定されたリソースにＥＴＷ
Ｓの主要な通知メッセージの安全情報を読み込むことを始めて、この分の時間遅延が２ｍ
ｓ以内に規定することができるので、一般的な情况で、ＥＴＷＳの主要な通知メッセージ
が端末に到達する時間は４ｓを超えない。
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【００５５】
　本発明のＥＴＷＳの主要な通知メッセージの転送方法は通信システムにおけるＥＴＷＳ
にも使用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　従来の技術と比べて、本発明より提供された技術案はＥＴＷＳの主要な通知メッセージ
の転送が実現できて、同時に４ｓの時間遅延の要求を満足して、且つ、基地局と端末だけ
に対してわずかな改変を加えるだけで、オーバーヘッドの増加がないか、或いは増加が非
常に少ない。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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